
本連載では，収益認識の主要論点が含まれる
取引事例を取り上げ，そのポジション・ペーパ
ー（会計処理方針説明書）の記載例を12項目の
構成で示す（第１回参照）。本稿では，「有償支
給取引」と「本人と代理人の区分」を対象とす
る。ともに，前回の「支配移転の一時点の決定」
でも言及した「支配移転（の有無）の検討」が
関係する。前回同様，企業の支配の喪失ではな
く，顧客の支配の獲得の観点で検討および記載
することが肝要である。なお，本文中，意見に
わたる部分は筆者の私見である。

Ⅰ �ポジション・ペーパーの記載例①�

――有償支給取引

検収により所有権および危険負担が顧客に移
転しても，あるいは企業の法的な債権や顧客の
法的な債務が発生しても，企業が買戻義務を負
っていれば，顧客は支配を獲得していないと判
定する。なぜなら，支配の定義にある「使用を
指図」と「残りの便益のほとんどすべてを享
受」の要件を欠くからである。

１　対象取引の概要（図表１）
（特徴）
対象とする取引は，企業が，対価と交換に原
材料等（支給品）を外部（支給先）に譲渡し，
支給先における加工後，当該支給先から当該支

給品（加工された製品に組み込まれている場合
を含む）を購入する「有償支給取引」であり，
企業が当該支給品を買い戻す義務を負っている
か否かの判定が重要である（企業会計基準適用
指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用
指針」（以下「収益認識適用指針」という。）
104項）。
なお，「支配の移転」で関連するため，第４
回のポジション・ペーパーの記載例①（出荷基
準等の取扱い）の（特徴）と（類似取引）も参
照のこと。
また，支給先では，「本人と代理人の区分」

（収益認識適用指針39項）の論点（本稿記載例
②参照）が生じる。それは，一連の販売取引の
なかで，企業と顧客以外に他の当事者が存在す
るからである（この場合は，他の当事者と顧客
が同一であるが）。

２　５つのステップの該当する論点
有償支給取引は，ステップ５（履行義務を充
足するにつれてまたは充足した時に収益を認識
する）の「特定の状況または取引における取扱
い」の論点であるが，買戻義務の有無は，ステ
ップ１およびステップ２で判定する必要がある。

３　従来の基準または実務
部品Ｙの支給後の当社の継続的関与を根拠に，
収益は認識していない。簿価と有償支給時の払
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有償支給取引と本人・代理人の区分
第➎回

回 内容（第６回は予定）

第1回 変動対価 第3回 ライセンスの供与と基本論点 第5回 有償支給取引と本人・代理人の区分
第2回 契約変更と一定の期間にわたり充足される履行義務 第4回 出荷基準等と請求済未出荷契約 第６回 論点整理マップと前編まとめ



出単価に差がある場合は，その差額分を未実現
利益として有償支給差額を計上していた。そし
て，部品Ｙが組み込まれた製品Ｘが外部に売却
されたときに，当該有償支給差額を製造原価の
マイナスで処理していた（製品Ｘが期末在庫と
して保有されている場合は決算で帳簿価額から
マイナス処理）。
また，所有権が移転するため，支給時に部品
Ｙの消滅を認識し，製品納品時に改めて取得の
処理を行っていた。

４　収益認識基準の規定と検討ステップ
有償支給に係る規定と検討ステップについて，
イメージを図表２で，具体的な検討内容を図表
３で示す。
買戻契約（収益認識適用指針153項）のうち
先渡し取引あるいは企業がコール・オプション
を有する取引において，顧客は商品または製品
に対する支配を獲得していない。
有償支給取引は，通常，支給品の当初の販売
価格に加工賃が加算されて製品の購入価格が決
定されるため，支給品の買戻価格と当初の販売
価格が一致する。したがって，買戻義務を負っ

ている場合，原則に従えば，金融取引として処
理される。

５　代替的な取扱い
企業から支給先へ支給品が譲渡された後の取
引や契約の形態は様々であり，各取引の実態に
応じた処理が求められることに配慮して，代替
的な取扱いが認められている。代替的な取扱い
によれば，支給品の買戻義務を負っているか否
かによって，支給品の消滅を認識するか否かは
異なるが，いずれの場合も，支給品の譲渡に係
る収益は認識しない。ただし，その理由は異な
り，買戻義務を負っている場合は，顧客が支給
品の支配を獲得していないため，これに対し，
買戻義務を負っていない場合は，収益の２重計
上になるため，収益を認識しない。なお，買戻
義務の有無の判定は，支給品譲渡時の約束の有
無だけでなく，取引実態（支給品が譲渡された
後の取引や契約形態）に応じて行う必要がある
（収益認識適用指針177項，178項）。

６　結　論
該当取引は買戻契約であるが，当社の有償支

帳簿価格
900 千円

部品Ｙ

Ａ社
当社

製品Ｘの購入契約
Ｂ社
支給先

有償支給価格
1,000 千円

購入（買戻）価格
1,200 千円

購入

有償支給 納入 検査 加工

製品Ｘ

完成

Ｂ社は，当社から支給された部品Ｙを当社に供給する製品Ｘの製造にしか使用できない
部品Ｙについて，Ｂ社が検収した時点で，当該支給部品に対する所有権および危険負担は，当社からＢ社に移転
する
Ｂ社に対して有償支給した時点で，当社には法的な債権が生じ，また，同時にＢ社には法的な債務が生じる
有償支給に係るＡ社の債権は，製品Ｘの納入月の翌々月末日に決済される
製品Ｘの納入に係るＡ社の債務は，製品Ｘの納入月の翌月末日に決済される
製品Ｘの納入時点において，製品Ｘに組み込まれた支給部品Ｙの価格は，支給時の価格と同額である

〔図表１〕有償支給の取引概要図
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〔図表２〕買戻契約と有償支給取引の判定ステップ（イメージ）

〔図表３〕有償支給取引の具体的な検討内容
買戻契約に該当するか否か
収益認識適用指針1₅3項
⑴⑵⑶

買戻義務の定義と３形態
⑴　先渡取引
⑵　コール・オプション
⑶　プット・オプション

　契約内容と取引実態を確認したところ，以下の事実が判明
した。したがって，当社が買い戻す義務を有する先渡取引に
該当すると判断した。
◦�基本売買契約において，当社の製品Ｘの完成品および仕掛
品の買取義務を有している。
◦�類似取引で，支給先に残る転用不可能な余剰部品在庫の買
戻しや処分費用を負担した実績がある。
◦�有償支給価格は当社の言い値であり，また，当社の支払（製
品Ｘ代金）が支給先の支払（部品Ｙ代金）に先行する。

買戻契約の判定（原則）
収益認識適用指針₆9項 「買戻価格」と「当初の販

売価格」のいずれが多額か
（リース取引または金融取
引のいずれか）

　上記のとおり，契約上も，取引実態上も買戻義務を負って
おり，買戻契約に該当すると判断した。したがって，「支配」
を獲得していない。（企業会計基準第29号「収益認識に関する
会計基準」（以下「収益認識会計基準」という。）40項⑴から
⑸参照）。
　製品Ｘの納入時点において，製品Ｘに組み込まれた支給部
品Ｙの価格は，支給時の価格と同額である。
　上記の検討の結果，対象取引は金融取引に該当すると判断
した。

代替的な取扱い（有償支給取引）
収益認識適用指針104項 支給品を買い戻す義務を負

っているか否か
　部品Ｙの支給は買戻義務を負っていると判断した（上記収
益認識適用指針1₅3項⑴⑵⑶の検討参照）。

【買戻契約】

【代替的な取扱い】（有償支給取引）

収益認識適用指針69項
・先渡契約あるいはコール・オプションでは，顧客

は商品または製品に対する支配を獲得していない
・「買戻価格」（Ａ）と「当初の販売価格」（Ｂ）の

いずれが多額か

収益認識適用指針
153項⑴⑵⑶
買戻契約の定義と
３形態

収益認識適用指針104項
　支給品を買い戻す義務を負っているか否か
収益認識適用指針177項，178項
　支給品譲渡時の約束の有無だけでなく，取引実態に応じて判断する

支給品の消滅：認識する
支給品の譲渡に係る収益：認識しない

リース取引として処理する

金融取引として処理する
収益認識適用指針70項
　　　　　　　　　　　 
収益認識適用指針71項 　

商品または製品は引続き認識し，顧客から受け取った対価は金融負債を認識する
ＡとＢの差額は，金利（あるいは加工コストまたは保管コスト等）として認識する
コール・オプションが未行使のまま消滅する場合は，認識していた負債の消滅および収
益を認識する

Ａ＜Ｂ

YES

Ａ＞Ｂ

NO

支給品の消滅：認識しない
ただし，個別財務諸表上
は，消滅を認識できる

支給品の譲渡に係る収益：
認識しない

（ ）

74 企業会計　2020　Vol.72　No.3 （362）



給取引は製品製造工程の一部を支給先に委託し
たものであり実態に配慮して代替的な取扱いを
採用する。収益は認識せず，また部品Ｙの消滅
も認識しない。ただし，個別財務諸表上は，部
品Ｙの消滅を認識する。

７　具体的な会計処理
⑴　個別財務諸表における仕訳� （単位：千円）
①　Ｂ社への部品Ｙの支給時
（借）未収入金 1,000 （貸）他勘定振替高

900
（材料仕入）
有償支給に

100
係る負債

②　加工後の製品Ｘ納入時
（借）外注加工費� 200（貸）買掛金 1,200

他勘定振替高
900

（材料仕入）
有償支給に

100
係る負債

⑵　連結修正仕訳（支給した部品Ｙを買い戻す
前に決算期を迎えた場合）� （単位：千円）

（借）他勘定振替高
900
（貸）有償支給に

900
（材料仕入） 係る負債
材料 900 期末材料

900
棚卸高

８　会計処理のため必要になる情報等
「支給先への部品Ｙの有償支給高」，「製品Ｘ
に含まれる部品Ｙ数量」，「支給先が所有する部
品Ｙの期末帳簿棚卸高および実地棚卸高」に関
する数量情報が必要になる。

９　財務報告上の業務（サブ）プロセス
従来，十分に把握していなかった情報は，

「Ｂ社が所有する部品Ｙの期末帳簿棚卸高およ
び実地棚卸高」に関する数量情報のみである。
したがって，部品Ｙの在庫管理プロセスの情報
（当社の有償支給高および買戻高（理論値））か
ら，Ｂ社が所有する部品Ｙの期末帳簿棚卸高を

算定し，Ｂ社の協力を得て在庫確認や棚卸立会
を実施するプロセスを構築する。

10　リスクの識別と評価

分類 内容 高リスク
不正 （個別財務諸表）

◦�　部品Ｙ支給時の他勘定振
替高（材料仕入）（貸方）の
過大計上と自社の部品Ｙ在庫
の隠蔽

◦�　製品Ｘ納入時の意図的な
外注加工費の過少計上と有償
支給に係る負債（借方）の過
大計上，または買掛金（貸
方）の簿外処理

（連結修正仕訳）
◦�　Ｂ社が所有する部品Ｙ期
末残高の過大計上

○

誤謬 ◦�　有償支給に係る一連の仕
訳を誤るリスク

―

11　高リスクの根拠
当社の売上高は毎期安定しているが，競合他
社の影響を受け，受注は減少傾向にある。また，
近年は製造コストが増加傾向にあり利益を圧迫
している。さらに当社では工場の会計処理と利
益管理は製造部門で実施している。
このような外部・内部環境のもと，当該取引
では，比較的複雑な会計処理が行われるため，
損益を意図的に調整する機会が存在する。また，
大手製造業での有償支給を利用した会計不正事
例も存在する。したがって，当社では上記不正
リスクを高リスクと評価した。なお，仕訳を定
型化できるため，誤謬リスクは高リスクとしな
い。

12　内部統制の構築とキーコントロール
（KC）の選定
図表４のとおり，内部統制の５つの類型を詳
述し，キーコントロール（KC）を選定した。
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Ⅱ �ポジション・ペーパーの記載例②� �

――本人と代理人の区分

本人と代理人の区分の判定は，一般に，支配
移転（の有無）の検討の３つの考慮指標，つま
り，「主たる責任」，「在庫リスク」および「価
格設定裁量権」（収益認識適用指針47項⑴⑵⑶）
に関心を向けがちであるが，その前に検討すべ
き事項がある。「別個の財またはサービスか否
かの判定」（第３回参照）と「支配」の定義（第
４回参照）に基づく判定である。その説明に最
適の取引事例を示す。

１　対象取引の概要（図表５参照）
（特徴）
対象取引は，特別仕様の設備供給であり，次
の２つの特徴を有する。
①　一連の取引のなかに ２つの財またはサービ
スの提供（仕様開発および設備の製造）が存
在する。
②　Ａ社（当社）とＢ社（顧客）以外に他の当
事者であるＣ社（供給者）が存在する。

（②の類似取引）
一連の販売取引のなかで，当社と顧客以外の
他の当事者が関与している取引，換言すれば，
当社が仕入・販売双方に関わる取引が，類似取

〔図表４〕内部統制の５つの類型とキーコントロール（KC）
類型 詳述 KC

１．定型化 　「７．具体的な会計処理」は，複雑である反面，部品Ｙの有償支給高および製品Ｘの
買戻高等から，外注費の計上額やＢ社が所有する部品Ｙの期末残高の推定値を理論的に
算定できる。
　したがって，各仕訳について，以下の手続を製造部門と経理部門に構築する。
　推定値との比較による実際計上額の妥当性の検証
　推定値算定の基礎金額の妥当性の検証

〇

２�．非定型的要素
の特定と対応

非定型的要素の特定 対応
製造部門と支給先の共謀の結果，貸借
対照表科目（未収入金，有償支給に係
る負債，買掛金または材料）の改竄に
よる外注費または材料費の過少計上

経理部門による支給先への残高確認と
棚卸立会

〇

３�．判断過程や見
積り根拠資料の
記録・保存

製造部門から経理部門へ提出される以下の資料
�　外注費および材料費に関する実際計上額と推定値の比較分析資料（両者の乖離理由
を含む）
　外注費および材料費の推定値の算定根拠資料

―

４�．情報の正確性
と網羅性のチェ
ック

製造部門から経理部門へ提出される資料に関する以下のチェック（関連するＩＴ業務処
理統制およびＩＴ全般統制を含む）
　月次推移・対前期比較による異常点の有無
　会計データとの整合性
　実地棚卸および残高確認との整合性

―

５．職務分掌 ＜経理部門＞
　　製造部門から提出される資料（※１）のモニタリング（批判的検証）（※２）
　　経理部門による支給先への残高確認と棚卸立会
　※�　外注費，部品Ｙの有償支給額，製品Ｘの買戻高，部品Ｙ期末残高，未収入金期末
残高および買掛金期末残高の全体的な整合性に留意する。

＜製造部門＞
　　経理部門への提出資料（※１）の製造部長の承認（※２）
　　経理部門への提出資料（※１）の作成者と検証担当の分掌
＜共通＞
　�　当該ポジション・ペーパーにより，有償支給取引の会計処理とその根拠およびリ
スクと内部統制を理解したうえで，各人は上記で分掌された職務を実施する。

　（※１）上記「３．判断過程や見積り根拠資料の記録・保存」参照
　（※２）上記「４．情報の正確性と網羅性のチェック」を含む
　（※３）経理部門によるモニタリングと製造部門内のモニタリング

〇
（※3）
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引に該当する。
◦　電子商取引のECサイト運営者
◦　外注業者や下請業者に履行義務の一部また
は全部を依頼する取引
◦　小売業界のテナント売上および消化仕入
◦　不動産賃貸事業の転貸不動産に係る取引

２　５つのステップの該当する論点
ステップ 当該取引の論点 備考

１ 顧客との契約
を識別する

上記「１．対象取引
の概要」参照

―

２ 契約における
履行義務を識
別する

財またはサービスに
対する保証

後編
（予定）

別個の財またはサー
ビスか否かの判定

第３回②
参照

本人取引か代理人取
引かの判定

主要論点

３ 取引価格を算
定する

変動対価等の論点は
該当なし

―

４ 契約における
履行義務に取
引価格を配分
する

別個の財またはサー
ビスの移転を約束す
る複数の履行義務で
あれば，取引価格の
配分の論点が生じる

第３回③
参照

５ 履行義務を充
足するにつれ
てまたは充足
した時に収益
を認識する

それぞれの履行義務
について，一定の期
間にわたり充足され
る履行義務か否かの
判定

第２回②
参照

３　従来の基準または実務
従来，収益認識の単位と金額に関する明確な
会計基準が存在しなかった。売上高を多額に計
上して企業規模を大きく描写したい意図から，
当社では，会計理論的な検討を行うに際しても，
純額ではなく，総額で収益を認識しようとする
傾向にあった。過去に，会計監査人の指摘によ
り総額から純額に変更した取引もあった。

４　収益認識基準の規定と検討ステップ
判定ステップのイメージを図表６で，具体的
な検討内容を図表７で示す。
本人と代理人の区分の判定は，顧客に約束し
た特定の財またはサービスのそれぞれについて
行われる（収益認識適用指針41項）。つまり，
まず，顧客に提供する別個の財またはサービス
の識別を行い，その後，ぞれぞれの財またはサ
ービスについて本人と代理人の区分を判定する
（収益認識適用指針42項）。
本人と代理人の区分の判定は，財またはサー
ビスのそれぞれが顧客に提供される前に，当該
財またはサービスを企業が「支配」しているか
どうかで判定する。
なお，収益認識会計基準34項⑴⑵，収益認識
適用指針５項，６項⑴⑵⑶の検討の結果（第３
回記載例②参照），別個の財またはサービスの

〔図表５〕特別仕様の設備供給に関する取引概要図

Ｂ社と設備の仕様を開発し，Ｃ社に伝える
当社が仕様との合致を確認した後で，Ｃ社
がＢ社に設備Ｘを直接引渡すように手配
する
設備ＸのＢ社への引渡し時に，Ｃ社と合意
した設備製造対価（Pb）をＣ社に支払う

Ｂ社と販売価格を交渉し，合意価格（Pa）を引渡
し後30日の支払条件でＢ社に請求する
当社の利益はPaとPbの差額を源泉とする
設備Ｘの欠陥の修復はＣ社の製品保証に基づいて
行われる
仕様の誤りに起因する設備の補正は当社が責任を
有している

Ａ社
当社

設
備
製
造
契
約

特別仕様の設備供給
に関する契約 Ｂ社

顧客

Ｃ社
供給者 設備Ｘ

仕様書

77企業会計　2020　Vol.72　No.3

主要論点を
ピックアップ

収益認識のポジション・ペーパー記載術

（365）



〔図表６〕本人と代理人の区分の判定ステップ（イメージ）

収益認識適用指針41項　本人と代理人の区分の判定単位

収益認識適用指針42項判
定手順⑴
顧客に提供する財または
サービスの識別

※収益認識基準34項⑴⑵
および収益認識適用指針
５項，６項に基づき判定
（第３回記載例②参照）

収益認識適用指針43項
顧客への提供前に「支配」しているか否か

収益認識適用指針44項⑴⑵⑶
提供前「支配」の対象

収益認識適用指針47項⑴⑵⑶　
提供前「支配」の３つの考慮指標

代理人
収益認識適用指針40項　代理人取引に該当する場合と会計処理（手配報酬または手数料あるいは純額）

収益認識会計基準37項　支配の定義
　　当該資産の使用を指図し，当該資産からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力（他の企業の使用の
　指図と便益の享受を妨げる能力を含む）
収益認識会計基準40項　支配移転（の有無）を検討する際の５つの考慮指標（第4回図表２参照）

収益認識適用指針42項　判定手順⑵
顧客への提供前「支配」の判定 本人

収益認識適用指針39項
本人取引に該当する場合と会
計処理（総額）
なお，法的所有権を顧客移転
前に獲得したとしても，当該
法的所有権が瞬時に顧客に移
転される場合には，必ずしも
当該財を支配していることに
はならない（収益認識適用指
針45項）

YES

NO

別個の財または
サービスか否か※

〔図表７〕本人と代理人の区分判定の具体的な検討内容
財またはサービスに対する保証（本連載「後編」で取り上げる予定）

収益認識適用指針34項
3₅項

仕様充足保証のみ，ま
たは追加の保証サービ
スを含む場合のいずれ
か

　当社の保証は，設備Ｘが合意された仕様に従っている保証のみ
であると判断した（詳述省略）。
　なお，供給者の設備Ｘの製品保証は，当社の履行義務と関係が
ない。

別個の財またはサービスか否かの判定（第３回記載例②参照）

収益認識会計基準34項
⑴⑵

別個の財またはサービ
スか否か

　以下の検討により，特別仕様の設備供給取引は，別個の財また
はサービスの束の提供を約束する単一の履行義務であると判断し
た。

収益認識会計基準34項⑴
収益認識適用指針５項

別個のものとなる可能
性があるか

　仕様書の作成と設備の製造は，それぞれから単独で，あるいは
Ｂ社が容易に利用できる他の資源と組み合わせて便益を享受でき
ると判断した。

収益認識会計基準34項⑵
収益認識適用指針６項
⑴⑵⑶

契約の観点で別個のも
のとなるか，あるいは
収益認識適用指針６項
⑴により「別個の財ま
たはサービスの束」と
して束ねられるか

　以下の検討により，該当取引は別個の財またはサービスの束と
して束ねられると判断した。
⑴�　当社は，契約の全体的な管理の責任を負う（製造サービスが
仕様に合致させることによって，等）ため，製造サービスを顧
客が契約した結合後のアプトプット（特別仕様の設備）に統合
する重要なサービスを提供する。
⑵�　Ｂ社との仕様の開発により，製造設備を著しくＢ社仕様にす
る。
⑶�　上記⑴で，統合する重要なサービスを提供しているため，仕
様の開発，製造および契約全体の管理は相互依存性および相互
関連性が高い。
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本人と代理人の区分の判定（主要論点）

収益認識適用指針41項 判定単位 　上記の検討により単一の履行義務であると判断した特別仕様の
設備供給について，本人と代理の区分の判定を行う。

収益認識適用指針42項⑴ 判定手順⑴
顧客に提供する財また
はサービスの識別

　特別仕様の設備を，顧客に提供すべき特定された財として識別
する。

収益認識適用指針42項⑵
43項

判定手順⑵
顧客提供前「支配」の
判定

　以下の検討により，特別仕様の設備が顧客に移転される前に当
社は当該設備を支配していると判断した。

収益認識適用指針44項�
⑴⑵⑶
（「支配」については，収
益認識会計基準37項，40
項を参照）

顧客提供前「支配」の
対象

　当社は，特別仕様の設備を製造するために必要になる重要な統
合サービスを提供するので，顧客提供前に当該設備を支配してい
る（収益認識適用指針44項⑶）。上記収益認識適用指針６項⑴の
検討参照。
　当社は，特別仕様の設備である統合後のアプトプットを作り出
す際のインプットである当社の仕様書の作成と供給業者の製造サ
ービスのうち，後者も使用を指図する。
　一方，供給者は，特別仕様の設備を顧客に引き渡すが，供給者
にはその使用を指図する能力がない（当社と供給者との契約条件
で，供給者が特別仕様の設備を他の目的に使用したり当該設備を
他の顧客に振り向けたりすることが禁止されている）。

収益認識適用指針47項�
⑴⑵⑶

顧客提供前「支配」の
３つの考慮指標

　上記の収益認識適用指針44項の検討により決定的であるため，
３つの指標は考慮しない。

一定の期間にわたり，または一時点で充足される履行義務（第２回記載例②および第４回記載例①参照）

収益認識会計基準38項�
⑴⑵⑶①②

一定の期間にわたり充
足される履行義務の３
要件のいずれかを満た
すか

　収益認識会計基準38項の３要件をいずれも満たさず，一時点で
充足される履行義務と判断した。
　また，支配移転の一時点は，顧客の検収時点と判断した（詳述
省略）。

（参考）

収益認識適用指針44項
（提供前「支配」の対象）

⑴他の当事者から受領し，その後に顧客に移転する財または他の資産

⑵他の当事者が履行するサービスに対する権利

⑶�他の当事者から受領した財またはサービスで，企業が顧客に財またはサービスを提供す
る際に，他の財またはサービスと統合させるもの

収益認識適用指針47項
（提供前「支配」の３つ
の考慮指標）

⑴�約束の履行に対する主たる責任（受入れ可能性に対する責任（たとえば顧客の要求仕様
の充足責任）を含む）

⑵顧客への提供前後での在庫リスク

⑶価格設定における裁量権

束を提供する履行義務と判定された場合は，束
にするため他の財またはサービスを統合させる
重要なサービスを提供している。したがって，
収益認識適用指針44項⑶により，本人と判定さ
れる。
また，顧客への提供前「支配」の判定におけ
る考慮指標が３つ示されているが，あくまで例
示にすぎず，まず「支配」の定義に従って，提
供前「支配」の有無を検討する必要がある。

５　代替的な取扱い
該当なし

６　結　論
本人と代理人の区分判定の対象とするのは単
一の履行義務である特別仕様の設備供給に関す
る取引であり，当該取引では，当社は本人に該
当するため，対価の総額を収益と認識する。
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７　具体的な会計処理
単一の履行義務であり（単位），変動対価等
の論点が存在せず（金額），また，一時点（顧
客検収時）で充足される履行義務（タイミン
グ）と判断した。したがって，顧客検収時に総
額で収益を認識する仕訳を起票する。

８　会計処理のため必要になる情報等
「新規取引先および新規サービスの契約内容
や取引実態」および「案件別の顧客検収情報」
が必要になる。また，本人と代理人の区分の正
確性を担保するために「案件別の粗利分析資
料」を追加する。在庫リスク等を負担していな
いため，通常，代理人取引の粗利率は，本人取
引と比べ低くなる。粗利率の分析により，本人
と代理人の区分の誤り等が発見される場合があ
るからである。

９　財務報告上の業務（サブ）プロセス
従来から契約締結と顧客の検収は，財務報告
上の業務プロセスとして識別していた。新規取
引先および新規サービスの契約内容や取引実態
について，案件ごとに本人と代理人の区分を判
定するサブプロセスを契約締結プロセスに追加
する。

10　リスクの分析と評価
不正リスクとして，「新規取引先および新規
サービスについて，意図的に代理人取引を総額
で収益認識するリスク（過大計上）」を，誤謬
リスクとして，代理人を本人と誤って判定する
リスクを識別し，ともに高リスクと評価する。

11　高リスクの根拠
当社は自社工場を持たないファブレス企業で

あるが，利益だけでなく売上高にも経営者の関
心が高い。したがって，売上高を過大に表示す
るため代理人取引を意図的に本人取引として判
定する不正リスクを高リスクと評価した。
また，製品や技術に対する情報漏洩を防ぐた
め，設備の設計と製造を区分して識別できる比
較的付加価値が低い設計サービスを提供する場
合もある。それゆえ開発案件ごとの個別性が強
く，案件ごとに個別判断が求められる。したが
って，判定の定型化が難しい要素が存在するた
め，誤謬リスクも高リスクと評価した。

12　内部統制の構築とキーコントロールの選定
【記載上の留意点】
判断をなるべく定型化するとともに，非定型
的要素を特定し，慎重に対応する。また，職務
分掌を明確にし，製造部門の上位者および経理
部門による日常的モニタリングがキーコントー
ルに選定できるように内部統制を構築する。
この場合は，代理人の場合と本人の場合の契
約書ひな型を作成する。また，契約書ひな型を
修正する場合や新規サービスの場合等，製造部
門で判断できない場合は，まず，「本人と代理
人の区分判定チェックリスト」（判定事例を蓄
積した図表７をもとに作成）で対応する。それ
でも判定できない場合の経理部門等への相談ル
ートを構築する。さらに，従来から実施してい
た製造部門による案件別粗利分析を，損益管理
目的だけでなく，会計処理の妥当性の検証目的
で実施するように製造部門のマインドチェンジ
を図る。そして，その実施結果を経理部門へ報
告するとともに，経理部門では報告結果を批判
的に検証する。
以上の検討結果をポジション・ペーパーに，
本稿記載例①図表４の様式で記載する。
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